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総務委員会会議録 

 

令和６年１０月７日 月曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時０２分閉議（実時間１１４分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９３号・令和６年度八代市一般会計

補正予算・第７号（関係分） 

１．議案第１１４号・令和６年度八代市一般会

計補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第９４号・専決処分の報告及びその承

認について（令和６年度八代市一般会計補

正予算・第５号（関係分）） 

１．議案第９６号・専決処分の報告及びその承

認について（令和６年度八代市一般会計補

正予算・第６号（関係分）） 

１．議案第９５号・専決処分の報告及びその承

認について（八代市印鑑条例及び八代市手

数料条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例） 

１．議案第９８号・訴えの提起について（所有

権移転登記手続請求事件） 

１．議案第１０５号・公有水面埋立地の用途変

更に対する意見を述べることについて 

１．議案第１０６号・公有水面埋立免許に対す

る意見を述べることについて 

１．議案第１１５号・財産の取得について（追

認）（消防用小型動力ポンプ等） 

１．議案第１０８号・八代市職員退職年金等支

給条例等の一部を改正する条例の一部改正

について 

１．所管事務調査 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

 （台湾新竹市との友好交流協定締結につい

て） 

 （危険木の有無に関する調査等について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  中 村 和 美 君 

副委員長  谷 川   登 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  百 田   隆 君 

委  員  山 本 敬 晃 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       松 川 由 美 君 

  財務部次長     加 来 康 弘 君 

  財産経営課長    塩 塚 将 朗 君 

 市民環境部 
 
  市民活動政策課長 
            長 舩 征 洋 君 
  (消費生活センター所長兼務) 
 

  市民課長      相 澤   誠 君 

 総務企画部 

  デジタル推進課長  上 野   信 君 

  理事兼危機管理課長 増 田 智 郁 君 

  地域政策課長    松 本   亨 君 

 経済文化交流部 
 
  経済文化交流部次長 
            田 平 秀 樹 君 
  (産業港湾振興担当) 
 
 
  港湾・クルーズ振興課 
            大江田 浩 隆 君 
  主幹兼港湾振興係長 
 

 市長公室 

  人事課長      田 中 博 之 君 

  国際課長      秋 田 大 助 君 

                              

○記録担当書記     小 谷   匠 君 
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（午前１０時００分 開会） 

○委員長（中村和美君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）それでは、定刻となり、定足数に達しま

したので、ただいまから総務委員会を開会いた

します。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。な

お、令和２年７月豪雨並びに企業誘致用地及び

新八代駅周辺整備に関連する予算、事件、条例

案等につきましては、特別委員会に付託となり

ますので、御承知おき願います。 

                              

◎議案第９３号・令和６年度八代市一般会計補

正予算・第７号（関係分） 

○委員長（中村和美君） 最初に予算案の審査

に入ります。 

 まず、議案第９３号・令和６年度八代市一般

会計補正予算・第７号中、当委員会関係分を議

題とし、説明を求めます。 

 それでは、歳入等及び歳出の第２款・総務費

について、財務部から説明願います。 

○財務部長（松川由美君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）財務部、松川でございます。本日はどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、予算議案の審議をお願いす

るものでございます。委員長のほうから、最初

に御案内ありました議案第９３号・令和６年度

八代市一般会計補正予算・第７号中、総務委員

会関係分につきまして、財務部、加来次長が説

明をいたします。 

 また、その後御審議いただきます議案第１１

４号・令和６年度八代市一般会計補正予算・第

８号中、総務委員会関係分につきましても、同

じく加来次長が説明いたしますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○財務部次長（加来康弘君） 皆様、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）財務部の加来でございます。よろしく

お願いいたします。失礼しまして、着座にて説

明いたします。 

 それでは、議案第９３号・令和６年度八代市

一般会計補正予算・第７号をお願いいたしま

す。 

 １ページをお願いします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の総額でござい

ますが、歳入歳出それぞれ５億５２５０万円を

追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ７１

２億７１７０万円としております。 

 また、第２条で継続費を、第３条で繰越明許

費の補正を、第４条で債務負担行為の補正を、

第５条で地方債の補正をお願いしております

が、内容につきましては、４ページをお願いい

たします。 

 第２表、継続費でございます。款９・教育

費、項６・学校給食費の（仮称）新南部学校給

食センター施設整備事業では、令和９年度の２

学期からの供用開始に向け、設計・施工の一括

発注方式による施設整備の募集要件が整ったこ

とから、施設整備に要する経費について、継続

費を設定するものです。 

 総額は３７億円で、年割額を令和７年度に基

本設計、実施設計、建築工事で１５億１３００

万円、令和８年度に建設工事、厨房機器等設置

で２１億５７００万円、令和９年度に開設準

備・リハーサルで３０００万円と定めておりま

す。 

 なお、令和６年度につきましては、契約締結

のみで、支出は予定してないことから、年割額

をゼロ円としております。 

 次に、第３表、繰越明許費補正でございます

が、年度内の完了が見込めない事業について、

繰越明許費の設定を行っております。 

 上から、款２・総務費、項１・総務管理費の

市庁舎施設整備事業（千丁支所）は、後ほど歳
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出で説明いたしますが、空調設備等改修工事の

実施設計業務委託契約の工期が７か月程度かか

ることから、繰越明許費８５０万円を設定する

ものです。 

 次のコミュニティセンター施設整備事業も、

後ほど歳出で説明いたしますが、今後、コミュ

ニティセンターに係る建物等補償調査業務委託

契約の工期が８か月程度かかることから、繰越

明許費１２６３万６０００円を設定するもので

す。 

 ５ページをお願いします。 

 第４表、債務負担行為補正は、いずれも追加

でございます。 

 初めの２件は、令和７年６月に予定している

住基システムの機器の更改に係るもので、１件

目の住民基本台帳ネットワークシステム機器リ

ース料は、令和７年６月からの５年間のリース

について、今年度に業者を決定し、機器の準備

等が必要になることから、令和６年度から令和

１２年度の期間で限度額２２０７万１０００円

を設定するものです。 

 ２件目の住民基本台帳ネットワークシステム

セットアップ業務は、１件目の住基システム機

器の更改に伴う業務で、令和６年度から令和７

年度の期間で、限度額６７１万円を設定するも

のです。 

 次の段の訴訟事務委託（市立小学校における

児童への対応）は、市内の小学校における児童

への対応について、令和６年８月２２日に訴状

が届いたことから、必要な経費について、訴訟

契約終了年度までの債務負担行為を設定するも

のです。 

 次に、第５表、地方債補正ですが、いずれも

変更による補正で、上から支所庁舎施設整備事

業は、補正前の限度額４億１４１０万円に８０

０万円追加し、補正後の限度額を４億２２１０

万円、次のコミュニティセンター施設整備事業

は、補正前の限度額１０７０万円に８３０万円

を追加し、補正後の限度額を１９００万円、次

の土地改良事業は、補正前の限度額９２３０万

円に９８４０万円を追加し、補正後の限度額を

１億９０７０万円、次の道路整備事業は、補正

前の限度額８億５９９０万円に２０４０万円を

追加し、補正後の限度額を８億８０３０万円、

次の災害復旧事業は、補正前の限度額８億６３

５０万円に３２９０万円を追加し、補正後の限

度額を８億９６４０万円としております。 

 なお、詳しい内容は、後ほど歳入の款２２・

市債で説明いたします。 

 それでは、まず、歳入を説明いたします。 

 ９ページをお願いいたします。 

 上段の表、款１１・項１・目１・節１・地方

交付税は３２３２万３０００円を追加しており

まして、今回の補正予算の一般財源でございま

す。 

 次に、中段の表、款１５・国庫支出金、項

１・国庫負担金、目３・災害復旧費国庫負担

金、節１・公共土木施設災害復旧費負担金で１

８９２万９０００円を追加しております。これ

は、市道南川内線ほか１路線の道路橋梁施設災

害復旧事業に係る国の負担金で、負担率は１０

分の６.６７でございます。 

 次に、下段の表、項２・国庫補助金、目１・

総務費国庫補助金、節１・総務管理費補助金で

１４６２万４０００円を追加しております。 

 内訳としまして、説明欄最初の社会保障・税

番号制度システム整備費補助金１８９万２００

０円は、後ほど歳出で説明いたします戸籍情報

システムの改修経費に係る国の補助金で、補助

率は１０分の１０でございます。 

 説明欄２行目の地域公共交通確保維持改善事

業費補助金４５０万７０００円は、後ほど歳出

で説明いたします鏡町で運行中のデマンド型乗

合タクシーへのＡＩ予約配車システムの導入に

必要な経費に係る国の補助金で、補助率は３分

の２でございます。 
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 説明欄３行目のデジタル田園都市国家構想交

付金（デジタル実装）８２２万５０００円は、

後ほど歳出で説明いたします各種行政サービス

情報へワンストップでアクセスできるポータル

アプリの構築に必要な経費に係る国の交付金

で、交付率は２分の１でございます。 

 １０ページをお願いします。 

 上段の表１段目の目２・民生費国庫補助金、

節１・社会福祉費補助金で３６万３０００円を

追加しております。これは、今年度に改正され

ます生活困窮者自立支援法等の一部を改正する

法律において、給付金の算定方法が一部改正さ

れることに伴うシステム改修に必要な経費に係

る国の補助金で、補助率は２分の１でございま

す。 

 ２段目の目４・土木費国庫補助金、節３・都

市計画費補助金で２１５５万７０００円を追加

しております。これは、西片西宮線道路整備事

業に係る防災・安全交付金の追加内示に伴うも

ので、交付率は２分の１でございます。 

 次に、下段の表１段目、款１６・県支出金、

項２・県補助金、目３・衛生費県補助金、節

１・保健衛生費補助金で６０万円を追加してお

ります。これは、熊本県がん患者ＱＯＬ向上事

業補助金が創設されたことに伴い、本市におい

て、がん治療に伴う外見の変化を補完する用具

の購入費用の一部を助成するために必要な経費

に係る県の補助金で、補助率は２分の１でござ

います。 

 次に、２段目、目４・農林水産業費県補助

金、節１・農業費補助金で２億８３７４万６０

００円を追加しております。 

 内訳としまして、説明欄最初の園芸産地にお

ける事業継続強化対策事業費補助金１７３万円

は、国土強靱化の取組のさらなる加速化・深化

を図ることを目的に、園芸産地における非常時

の対応力向上に向けた非常用電源の導入に要す

る経費の一部を補助する県の補助金で、補助率

は１０分の１０でございます。 

 ２行目の持続的畑作生産体系確立事業補助金

４５９５万円は、畑作生産地域において、作業

の効率化や基幹作業の外部委託等により労働負

担の軽減を図るために必要な機械等の導入経費

の一部を補助する県の補助金で、補助率は１０

分の１０でございます。 

 ３行目の施設園芸産地緊急発展事業補助金１

７６万６０００円は、高齢化や離農による遊休

化ハウスの増加、ハウス設備に係る費用の高騰

による整備の停滞により、施設園芸農産地の維

持が懸念されることから、中古ハウスを有効利

用するための移設に要する経費の一部を補助す

る県の補助金で、補助率は１０分の１０でござ

います。 

 ４行目の土地改良施設突発事故復旧事業補助

金２億３４３０万円は、日奈久新開町にある八

代南部排水機場の３号ポンプ機が故障により運

転不能となったため、その復旧に要する経費に

係る県の補助金で、補助率は１０分の７.１で

ございます。 

 次に、３段目、目８・災害復旧費県補助金、

節１・農林水産業施設災害復旧費補助金で、林

道施設災害復旧事業費補助金３２５万円を追加

しております。これは、６月２０日、２１日及

び７月１日の梅雨前線豪雨で被災した林道久連

子椎原線について、測量設計を経て今回補正し

ます災害復旧工事費に係る県の補助金で、補助

率は１０分の６.５でございます。 

 次に、４段目、目９・商工費県補助金、節

１・商工費補助金で、熊本県県民の未来につな

ぐ森づくり事業補助金１１０万８０００円を追

加しております。これは、森林公園である樅木

吊橋と公園の森の施設の補修に要する経費に係

る県の補助金で、補助率は１０分の１０でござ

います。 

 １１ページをお願いします。 

 上段の表、款１９・繰入金、項１・基金繰入
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金、目１・節１・財政調整基金繰入金で８００

万円を追加しております。これは、今回の補正

予算の一般財源でございます。 

 次に、下段の表、款２２・項１・市債、目

１・総務債、節１・総務管理債で１６３０万円

を追加しております。 

 内訳としまして、説明欄最初のコミュニティ

センター施設整備事業８３０万円は、先ほど繰

越明許費の補正でもありました金剛コミュニテ

ィセンターの建て替えに伴う建物等補償調査業

務委託料に充てるもので、充当率１００％の緊

急防災・減災事業債でございます。 

 ２行目の千丁支所庁舎施設整備事業８００万

円は、こちらも先ほどの債務負担行為の補正に

ありました千丁支所庁舎の空調設備等改修工事

に必要な実施設計に要する経費の一部に充てる

もので、充当率９５％の合併特例債でございま

す。 

 次に、２段目、目４・農林水産業債、節１・

農業債で９８４０万円を追加しております。 

 内訳としまして、説明欄最初の団体営土地改

良事業１２３０万円は、八代平野北部土地改良

区及び南部土地改良区が実施する団体営事業に

対して、農業農村整備事業負担割合基準に基づ

き、市負担分を補助するための経費の一部に充

てるもので、充当率９０％の一般補助施設整備

等事業債９７０万円と充当率１００％の過疎債

２６０万円の合計でございます。 

 ２行目の土地改良施設突発事故復旧事業８６

１０万円は、先ほど県支出金で申しました土地

改良施設突発事故復旧事業に要する経費の一部

に充てるもので、充当率９０％の公共事業等債

でございます。 

 次に、３段目の目６・土木債、節４・都市計

画債で２０４０万円を追加しております。これ

は、先ほど国庫支出金で申しました西片西宮線

道路整備事業に要する経費の一部に充てるもの

で、充当率９５％の合併特例債でございます。 

 次に、４段目、目９・災害復旧債、節１・農

林水産業施設災害復旧債で１５０万円を追加し

ております。これは、先ほど県支出金で申しま

した林道施設災害復旧事業に要する経費の一部

に充てるもので、充当率９０％の補助災害復旧

事業債でございます。 

 次に、節２・公共土木施設災害復旧債で９４

０万円を追加しております。これは、先ほど国

庫支出金で申しました道路橋梁施設災害復旧事

業に要する経費の一部に充てるもので、充当率

１００％の補助災害復旧事業債でございます。 

 次に、節３・その他公共・公用施設災害復旧

債で２２００万円を追加しております。これ

は、坂本支所周辺の造成工事について、盛土材

の置場が、当初の予定しておりました隣接する

旧グリーンパークの場所から、少し離れたくま

川ワイワイパークへと変更となったことから、

不足する積込み、運搬に係る経費に充てるもの

で、充当率１００％の単独災害復旧事業債でご

ざいます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 引き続き、歳出のうち総務費を説明いたしま

す。 

 １２ページをお願いします。 

 上段の表、款２・総務費、項１・総務管理費

で、上から、目４・財産管理費は、市庁舎施設

整備事業（千丁支所）として８５０万円を追加

しております。これは、千丁支所庁舎の空調設

備の老朽化により、天井裏などの配管からの水

漏れや地下の水槽と外気温の差に起因して、１

階東側の執務室の床と廊下に結露などが発生し

ており、改修が必要となったため改修工事に必

要な実施設計の経費を補正するものです。 

 なお、空調の改修工事と合わせて照明のＬＥ

Ｄ化工事の実施設計も予定しております。 

 また、先ほど第３表の繰越明許費補正でも申

しましたように、本委託の契約工期が７か月程

度かかることから、繰越明許費を補正額と同額
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で設定することとしております。 

 次の目５・企画費の復興推進事業につきまし

ては、令和２年７月豪雨に関する特別委員会の

付託事項となりますので、説明は省略いたしま

す。 

 次の目６・情報推進費は、デジタル化推進事

業として委託料１６４５万円を追加しておりま

す。これは、国のデジタル田園都市国家構想交

付金を活用し、各種行政サービス情報にワンス

トップでアクセスできるほか、マイナンバーカ

ードを活用した個人通知を受け取れる機能など

を持つポータルアプリの構築に必要な経費を補

正するものです。 

 本件は、国庫支出金の内示が、令和６年８月

２日にあったことから、今回、補正するもので

ございます。 

 次の目７・交通防犯対策費は、生活交通確保

維持事業として、委託料８９９万２０００円を

追加しております。これは、国の地域公共交通

確保維持改善事業費補助金を活用し、鏡町で運

行中のデマンド型乗合タクシーについて、予約

方法や便数、乗降場所の適正化、運行事業者の

従業員不足などの課題解決に向け、ＡＩ技術に

よる予約配車システムを導入することにより、

運行の効率化と利便性の向上を図るとともに、

地域内の店舗や病院などの目的地の拡充による

地域経済の活性化など、まちづくりと関連した

持続可能な交通サービスの構築を目的とした実

証実験に必要な経費を補正するものでございま

す。 

 なお、本件は国庫支出金の内示が、令和６年

７月３日にあったことから、今回、補正するも

のでございます。 

 次の目９・コミュニティセンター費は、コミ

ュニティセンター施設整備事業として、委託料

８３６万５０００円を追加しております。これ

は、金剛コミュニティセンターの建て替えに伴

い、地権者と用地選定の交渉を行う中で、建設

費について合意した結果、建物調査棟数が当初

計上していた棟数より増加したため、不足する

額を補正するものです。 

 また、先ほど、第３表の繰越明許費補正でも

申しましたように、委託契約の工期が８か月程

度かかることから、繰越明許費を補正後の委託

料全額の１２６３万６０００円で設定しており

ます。 

 次に、中段の表、款２・総務費、項３・目

１・戸籍住民基本台帳費は、戸籍住民基本台帳

事務事業として委託料１８９万２０００円を追

加しております。これは、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の一部改正に伴い、令和７年５月以降に

予定している戸籍に記載する予定の氏名の振り

仮名を、筆頭者や本人に通知するために必要な

機能を戸籍情報システムに追加するために必要

な経費を補正するものです。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 金剛コミュニティセン

ターの今後のやつですけども、当初予定してい

た棟数より増加したという話なんですけど、こ

の増加した理由というのは何なんですか。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（長舩征洋君） おはようございます。市

民活動政策課、長舩でございます。 

 今、委員お尋ねの件でございますが、当初市

としまして、建設候補地と考えていたところは

ですね、東西に市道が走っておりまして、それ

を挟む南北に位置する形になっております。 

 最初に考えましたところ、棟、倉庫数が少な

いところの北側のほうを予定しておりまして、

協議を行っていたところですが、その後、協議

する中で、そこの倉庫が実際、毎日利用されて
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いるということで、既存施設を新たに建て替え

て、そして同様の機能を確保した上で、滞りな

くその業務が移行するようにという話がありま

したもんですから、ちょっとそうなりますと、

建物調査を行って、そして補償費用を相手方に

払った後、相手方がそういう土地を探されて、

そして造成等され、建設もされてと、それが完

了してからの移設となりますので、こうなりま

すと、コミュニティセンターの建設、全体の事

業のスケジュールに、かなり長期間かかるとい

うことになりまして、その点、南側のほうを考

えますと、倉庫はあるのはあるんですけども、

相手方のほうで、どうにか敷地で移転が可能と

いうことで、それで時間等も要しない、そして

スムーズに移行できるということで、市として

メリットが認められたということで、今回の合

意に至った次第であります。 

 そういうことで総合的に判断しまして、南側

を建設地として、ただ棟数が増えましたことに

関しましては、当初の調査費用では不足すると

いうことで、今回の補正を要求いたしておりま

す。 

 以上お答えといたします。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９３号・令和６年度八代市一般会計補

正予算・第７号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１１４号・令和６年度八代市一般会計

補正予算・第８号（関係分） 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１１４

号・令和６年度八代市一般会計補正予算・第８

号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求め

ます。 

 それでは、歳入等について、財務部から説明

願います。 

○財務部次長（加来康弘君） 財務部、加来で

ございます。引き続きよろしくお願いいたしま

す。失礼しまして、着座にて説明いたします。 

 それでは、議案第１１４号・令和６年度八代

市一般会計補正予算・第８号をお願いいたしま

す。 

 議案書の１ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算・第８号は、８月２９日から

３０日の台風１０号で被災した施設の災害復旧

費を補正するものでございます。 

 第１条の歳入歳出予算の総額でございます

が、歳入歳出それぞれ５４６０万円を追加し、

補正後の総額を歳入歳出それぞれ７１３億２６

３０万円としております。 

 また、第２条で地方債の補正をお願いしてお

ります。 

 内容につきましては、３ページをお願いいた

します。 

 第２表、地方債補正でございます。表中、災

害復旧事業は、補正前の限度額８億９６４０万

円に５１６０万円を追加し、補正後の限度額を

９億４８００万円としております。 

 それでは、総務委員会付託分について、歳入

のみの説明となりますが、７ページをお願いし

ます。 

 上段の表、款１１・項１・目１・節１・地方

交付税は３００万円を追加しておりまして、今
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回の補正予算の一般財源でございます。 

 次に、下段の表、款２２・項１・市債、目

９・災害復旧債、節１・農林水産業施設災害復

旧債は５２０万円を追加しております。これ

は、林道坂本山江線など７路線において発生し

た落石、倒木の復旧に要する経費の一部に充て

るもので、充当率６５％の単独災害復旧事業債

でございます。 

 次の節２・公共土木施設災害復旧債は４１１

０万円を追加しております。 

 内訳としまして、説明欄最初の道路橋梁施設

災害復旧事業３４１０万円は、市道深見走水線

など１９路線において発生した落石、倒木の復

旧に要する経費に充てるもので、充当率１０

０％の単独災害復旧事業債１３７０万円と、充

当率１００％の補助災害復旧事業債２０４０万

円の合計でございます。 

 ２行目の河川施設災害復旧事業２１０万円

は、坂本の板持川など３河川において発生した

護岸崩壊などの復旧に要する経費に充てるもの

で、充当率１００％の単独災害復旧事業債でご

ざいます。 

 ３行目の都市下水路施設災害復旧事業３３０

万円は、宮地の都市下水路の一部区間において

発生した倒木による防護柵の破損などの復旧に

要する経費に充てるもので、充当率１００％の

単独災害復旧事業債でございます。 

 ４行目の公園施設災害復旧事業１６０万円

は、水島児童公園など９公園において発生した

倒木の除去などの復旧に要する経費に充てるも

ので、充当率１００％の単独災害復旧事業債で

ございます。 

 次の節３・その他公共・公用施設災害復旧事

業債は、商工施設災害復旧事業に係るもので、

２５０万円を追加しています。これは、五家荘

の観光施設のうち、左座家のかやぶき屋根の棟

の一部が破損したため、復旧に要する経費に充

てるもので、充当率１００％の単独災害復旧事

業債でございます。 

 次の節４・文教施設災害復旧債は２５０万円

を追加しております。 

 内訳としまして、説明欄最初の公立学校施設

災害復旧事業２３０万円は、八代支援学校の敷

地北側斜面が崩落したため、崩落対策工事に向

けた測量実施設計や危険箇所の土砂の撤去など

に要する経費に充てるもので、充当率１００％

の単独災害復旧事業債でございます。 

 ２行目の社会教育施設災害復旧事業２０万円

は、泉町の仁田尾社会教育センターのグラウン

ドの倒木及び傾いた電灯の撤去に要する費用に

充てるもので、充当率１００％の単独災害復旧

事業債でございます。 

 次の節５・厚生施設災害復旧債は、保健衛生

施設災害復旧事業に係るもので、３０万円を追

加しております。これは、八代市保健センター

の自転車置場の破損した屋根の復旧に要する経

費に充てるもので、充当率１００％の単独災害

復旧事業債でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１４号・令和６年度八代市一般会計

補正予算・第８号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本
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案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第９４号・専決処分の報告及びその承認

について（令和６年度八代市一般会計補正予

算・第５号（関係分）） 

○委員長（中村和美君） 次に、事件議案の審

査に入ります。 

 まず、議案第９４号・令和６年度八代市一般

会計補正予算・第５号中、当委員会関係分に係

る専決処分の報告及びその承認についてを議題

とし、説明を求めます。 

 それでは、歳入等について、財務部から説明

願います。 

○財務部長（松川由美君） それでは、引き続

きまして、事件議案でございます。 

 ただいま委員長のほうから御案内がありまし

た議案第９４号・専決処分の報告及びその承認

について、令和６年度八代市一般会計補正予

算・第５号中、総務委員会関係分につきまし

て、財務部、加来次長が説明をいたします。 

 その後、引き続き御審議いただきます議案第

９６号・専決処分の報告及びその承認につい

て、令和６年度八代市一般会計補正予算・第６

号中、総務委員会関係分につきましても、同じ

く加来次長が説明いたしますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○財務部次長（加来康弘君） 財務部の加来で

ございます。引き続きよろしくお願いいたしま

す。失礼しまして、着座にて説明いたします。 

 それでは、議案書の１ページをお願いいたし

ます。 

 議案第９４号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 専決第１１号として、令和６年度八代市一般

会計補正予算・第５号を専決処分したものでご

ざいます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 第１条の歳入歳出予算の総額でございます

が、歳入歳出それぞれ８０２０万円を追加し、

補正後の総額を、歳入歳出それぞれ７０６億１

９２０万円としております。 

 また、第２条で地方債の補正をお願いしてお

りますが、内容につきましては、７ページをお

願いいたします。 

 第２表、地方債補正でございます。表中の災

害復旧事業は、補正前の限度額８億１０９０万

円に５２６０万円を追加し、補正後の限度額を

８億６３５０万円としております。 

 それでは、総務委員会付託分について、歳入

のみの説明となりますが、１１ページをお願い

いたします。 

 上段の表、款１１・項１・目１・節１・地方

交付税では６４８万円を追加しておりまして、

今回の補正予算の一般財源でございます。 

 次に、中段の表、款１６・県支出金、項２・

県補助金、目４・農林水産業費県補助金、節

１・農業費補助金で、新規就農者育成総合対策

事業補助金２１１２万円を追加しております。

これは、就農後の経営発展に必要な施設、機械

等の導入費用の一部を補助する県の補助金で、

補助率は１０分の１０でございます。 

 次に、下段の表、款２２・項１・市債、目

９・災害復旧債、節１・農林水産業施設災害復

旧債は１９６０万円を追加しております。 

 説明欄１つ目の林道施設災害復旧事業９９０

万円は、令和６年６月２０日から２１日及び７

月１日の梅雨前線豪雨により、林道久連子椎原

線など２路線で発生したのり面崩壊の復旧に係

る測量設計に要する経費の一部に充てるもの

で、充当率９０％の補助災害復旧事業債でござ

います。 

 説明欄２つ目の農業施設災害復旧事業９７０

万円は、令和６年６月２０日から２１日の梅雨

前線豪雨により、排水機能が低下した麓川排水

路の堆積土砂の撤去や隣接する不知火幹線水路
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の下側への排水流入防止措置に係る経費の一部

に充てるもので、充当率６５％の単独災害復旧

事業債でございます。 

 次に、節２・公共土木施設災害復旧債は３３

００万円を追加しております。 

 説明欄１つ目の道路橋梁施設災害復旧事業２

１８０万円は、令和６年６月２０日から２１日

及び７月１日の梅雨前線豪雨により、市内の市

道南川内線など２６路線において発生した倒木

やのり面、路肩崩壊などの復旧経費に充てるも

ので、充当率１００％の補助災害復旧事業債で

４３０万円、同じく充当率１００％の単独災害

復旧事業債１７５０万円でございます。 

 説明欄２つ目の河川施設災害復旧事業１１２

０万円も、令和６年６月２０日から２１日及び

７月１日の梅雨前線豪雨により、市内の黒岩川

など１０河川において発生した護岸崩壊などの

復旧経費に充てるもので、充当率１００％の単

独災害復旧事業債でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） ないようですので、

なければ、これより採決いたします。 

 議案第９４号・令和６年度八代市一般会計補

正予算・第５号中、当委員会関係分に係る専決

処分の報告及びその承認については、承認する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました。 

                              

◎議案第９６号・専決処分の報告及びその承認

について（令和６年度八代市一般会計補正予

算・第６号（関係分）） 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第９６

号・令和６年度八代市一般会計補正予算・第６

号中、当委員会関係分に係る専決処分の報告及

びその承認についてを議題とし、説明を求めま

す。 

 それでは、歳入等について、財務部から説明

願います。 

○財務部次長（加来康弘君） 財務部の加来で

ございます。引き続きよろしくお願いいたしま

す。失礼しまして、着座にて説明いたします。 

 それでは、議案書の１９ページをお願いいた

します。 

 議案第９６号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 専決第１３号として、令和６年度八代市一般

会計補正予算・第６号を専決処分したものでご

ざいます。 

 ２３ページをお願いします。 

 第１条の歳入歳出予算の総額でございます

が、歳入歳出それぞれ１億円を追加し、補正後

の総額を歳入歳出それぞれ７０７億１９２０万

円としております。 

 それでは、総務委員会付託分について、歳入

のみの説明となりますが、２８ページをお願い

します。 

 ２、歳入、款１５・国庫支出金、項２・国庫

補助金、目１・総務費国庫補助金、節１・総務

管理費補助金で、物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金１億円を追加しております。これ

は、令和６年度において、新たに個人住民税が

非課税になるなど、低所得となった世帯に対し

て１世帯当たり１０万円を給付する物価高騰重
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点支援給付金について、対象世帯の増加や給付

要件の緩和等により、対象世帯が２４００世帯

から３４００世帯に増加したことから、不足す

る１０００世帯分の給付額１億円の財源に充て

るものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９６号・令和６年度八代市一般会計補

正予算・第６号中、当委員会関係分に係る専決

処分の報告及びその承認については、承認する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました。 

 執行部入替えのため小会します。 

（午前１０時４７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４８分 本会） 

◎議案第９５号・専決処分の報告及びその承認

について（八代市印鑑条例及び八代市手数料条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９５号・八代市印鑑条例及び八

代市手数料条例の一部を改正する条例の一部を

改正する条例に係る専決処分の報告及びその承

認についてを議題とし、説明を求めます。 

○市民課長（相澤 誠君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

市民課の相澤でございます。よろしくお願いい

たします。失礼しまして、着座にて御説明いた

します。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○市民課長（相澤 誠君） それでは、お手元

のタブレットにて、議案書の１５ページをお願

いします。 

 議案第９５号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 説明は、さきに配付させていただきました資

料に基づき説明させていただきます。 

 資料は、右肩に、令和６年１０月７日、総務

委員会、議案第９５号関係資料、市民課と記載

してあるものとなります。 

 初めに、１、専決処分した案件ですが、令和

６年６月定例会において議決を経ております八

代市印鑑条例及び八代市手数料条例の一部を改

正する条例の一部を改正する条例です。 

 次に、２、専決処分した理由ですが、地方公

共団体情報システムの標準化に伴い、住民基本

台帳システムの標準仕様システムへの移行日、

令和６年１０月２８日から自動交付機が利用で

きなくなるため、令和６年６月定例会において

条例の一部改正を行い、広報やつしろ７月号

で、自動交付機廃止の周知を行ったところでご

ざいます。 

 しかし、その後、システム業者から当初予定

していた令和６年１０月２８日に、安定的な標

準仕様システムへの移行が困難との申出がなさ

れ、市民への影響を最小限に抑えるため、標準

仕様システムへの移行日を、来年の令和７年９

月２９日に変更することとしました。 

 今回この変更に伴い、自動交付機をシステム

移行日の前日、令和７年９月２８日まで利用で

きることとなったため、市民への周知を速やか

に行うとともに、十分な周知期間を設ける必要

があり、令和６年７月９日の専決処分により対
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応させていただいたところでございます。 

 ３、改正の内容ですが、下の新旧対照表にも

ありますとおり、右側の現行になりますが、令

和６年６月定例会において議決を経た条例の施

行日、令和６年１０月２８日を、今回左側の改

正ですが、令和７年９月２９日から施行するに

改正したものです。 

 以上で、市民課からの説明を終わります。よ

ろしくお願いします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） すみません、前回もお

話しいただいたかもしれませんけど、確認なん

ですが、使えなくなるんで周知しました。で

も、業者さんができなくなるんで、移行日をま

た変更します。そしたら、使えるようになりま

したというのは、何で使えるようになったんで

すか。 

○市民課長（相澤 誠君） 標準化に移行しま

すと、国の標準仕様に基づいてシステムが移行

されるものですから、今現在、自動交付機は市

単独のシステムを利用しておりまして、それが

つなぐことができなくなるという状況になりま

すもんですから、標準化移行以降は自動交付機

が使えなくなるというような状況になっており

ます。 

○委員（野﨑伸也君） すみません、それは使

えなくなるんで、市民に周知したという話だっ

たんですけど、今回また使えるようになったと

いうふうに言われたんで、何で使えるようにな

ったんですかという話。 

○市民課長（相澤 誠君） 標準化自体が、ち

ょっと御説明したんですけど、住基システム、

ほかのシステムもそうなんですけれども、今年

度の標準仕様システムへのシステム移行ができ

ないということから、１年先送りになりました

ということで、来年の１年後に標準仕様になる

ものですから、それまでは標準化しないもんで

すから、今単独で使っている自動交付機は、そ

のまま標準化するまでは使えるという仕組みに

なってます。 

○委員（野﨑伸也君） 全国的に標準化にして

いこうという流れだったんですよね。その期限

というのが来年の、今言われた９月２８日だっ

たですかね。いや、違う、その次の日か、とい

う話だろうと思うんですけれども、そこまでに

変えなきゃいけないという話だったですかね。 

 移行は結果的に１年余裕持ってからやりまし

ょうという話だったですかね。 

○デジタル推進課長（上野 信君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）デジタル推進課の上野でございます。 

 今御質問いただきました地方公共団体情報シ

ステムの標準化でございますが、これが令和７

年度末までにするというふうに決められており

ますので、令和８年３月３１日までに実施すれ

ばよいということになっております。 

 八代市の場合は、先行自治体といたしまし

て、早く着手してやっております。様々なメリ

ットがございましたので、早めに着手していた

という次第でございます。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（髙山正夫君） 周知を、もうされたん

ですよね、専決処分ですので。 

 どうですか、周知の方法とか、また再度教え

ていただければ。 

 それと、あと市民からの苦情とかなかったか

ですね。 

○市民課長（相澤 誠君） 専決処分しまし

て、すぐにですね、広報やつしろ８月号とホー

ムページのほうで周知をさせていただきまし

た。 

 その後、特に、市民課のほうに問合せ、苦情
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等は１件も、今のところあっておりません。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９５号・八代市印鑑条例及び八代市手

数料条例の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例に係る専決処分の報告及びその承認につ

いては、承認するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました。 

 執行部入替えのため小会します。 

（午前１０時５６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５７分 本会） 

◎議案第９８号・訴えの提起について（所有権

移転登記手続請求事件） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９８号・所有権移転登記手続請

求事件に係る訴えの提起についてを議題とし、

説明を求めます。 

○財産経営課長（塩塚将朗君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財産経

営課の塩塚でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。失礼して、着座にて御説明申し

上げます。 

 それでは、タブレット端末の議案書３１ペー

ジをお願いいたします。 

 議案第９８号・訴えの提起について御説明申

し上げます。 

 本件は、八代市立病院跡地の一部にある個人

所有地について、時効取得を原因とする所有権

移転登記手続を求める訴えを提起することにつ

いて、地方自治法の規定により、議会の議決を

お願いするものでございます。 

 訴えの提起を行う理由といたしましては、平

成３１年３月に八代市立病院が閉院となった

後、建物の解体を行っているところでございま

すが、個人所有となっている八代市立病院跡地

の一部については、所有者死亡で、その相続人

も所在不明のため、登記ができない状況となっ

ております。 

 昨年度、当該土地の相続人４人を被告とし

て、本市が提起いたしました所有権移転登記手

続請求事件での勝訴判決が確定しております

が、その後、相続人になり得る別の個人の存在

が判明したため、住居所不明の当該相続人１人

を被告人として、同様の訴えを提起するもので

ございます。 

 議案書３２ページ、物件目録をお願いいたし

ます。 

 所在及び地番は、妙見町字観行寺１４９番

で、地目は田、面積は５３５平方メートルでご

ざいます。 

 議案書の３３ページ、位置図をお願いいたし

ます。 

 図面中央の赤枠部分が、訴えの提起に係る土

地でございます。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより
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採決いたします。 

 議案第９８号・所有権移転登記手続請求事件

に係る訴えの提起については、可決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入替えのため小会します。 

（午前１１時００分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０１分 本会） 

◎議案第１０５号・公有水面埋立地の用途変更

に対する意見を述べることについて 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１０５号・公有水面埋立地の用

途変更に対する意見を述べることについてを議

題とし、説明を求めます。 

○港湾・クルーズ振興課主幹兼港湾振興係長

（大江田浩隆君） 皆さん、おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

港湾・クルーズ振興課港湾振興係長の大江田で

ございます。 

 今回、総務委員会のほうに付託しております

議案第１０５号について御説明させていただき

ます。説明のほうは、着座にて説明させていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○港湾・クルーズ振興課主幹兼港湾振興係長

（大江田浩隆君） それでは、今回付託されて

おります議案１０５号・公有水面埋立地の用途

変更に対する意見を述べることについて、議案

書の４７ページをお開きください。 

 今回、意見聴取を求められておりますのは、

八代市港町２７３番地、２７４番地、２７５番

地及び２７６番地の地先の公有水面でございま

して、位置としては、加賀島地区のエコエイト

やつしろに隣接した埋立地部分となります。 

 位置につきましては、議案書の４８ページに

位置図のほうをつけておりますので、こちらの

ほうも並行して御覧いただければと思います。 

 議案書４７ページの御説明のほうに戻らせて

いただきます。 

 議案書の下部にございますとおり、熊本県知

事より意見を求められており、公有水面埋立地

の用途変更について、市長が意見を述べるに

は、公有水面埋立法の規定により、議会の議決

を経る必要があることから、提案を行わせてい

ただく次第です。 

 具体的な内容についてですが、当該用地約４

３.８ヘクタールについては、国が施工してお

り、従前は平成１７年度策定の八代港港湾計画

に基づき、公園緑地用地、都市機能用地、道路

用地となっておりました。 

 こちらの用途について、令和３年に港湾計画

が改定され、企業誘致のための製造業用地が位

置づけられたことから、今回、用途変更を行う

ものです。 

 以上について、議案書の２に記載のとおり、

公有水面埋立地における用途変更については、

異議がない旨を述べさせていただくものです。 

 何とぞ御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（髙山正夫君） 埋立て当初から、もと

もとから、県としては企業誘致というのは念頭

にあったという話でしょう。 

○港湾・クルーズ振興課主幹兼港湾振興係長

（大江田浩隆君） 今回のですね、公有水面埋

立地の用途変更につきましては、埋立ての当初

の計画としては、冒頭述べましたとおり、公園

緑地用地であったり、都市機能用地という、仮

の位置づけをしていたところなんですけれど

も、今回は県のほうで改定しました港湾計画の
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流れに沿って、埋立地の用途変更のほうもきち

っと位置づけるというような流れとなっており

ます。 

 以上でございます。 

○委員（髙山正夫君） もともとは県として

は、そういったもくろみはあったという話でし

ょう。 

○経済文化交流部次長（産業港湾振興担当）

（田平秀樹君） 当初の計画の段階では、加賀

島地区の先端側を予定してございまして、その

後、社会情勢の変化の中で、需要が拡大してご

ざいましたので、県のほうで、製造業用地を拡

大して設定し直したということで伺ってござい

ます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（太田広則君） 今回の位置図に、ちょ

っと関係ないんですが、加賀島地区全体で見た

ときに、今、空白部ありますね。こっちでいう

と西側になるんかな。この部分は将来的に、今

も道路用地、公園緑地用地、都市機能用地とい

う形で選定されてて、将来にわたって、また今

回みたいな製造業用地になっていくというふう

に、例えば企業が進出してきたとしたときに、

今の、この空いている部分、最後のも同じよう

なあれになっていくんでしょうか。 

○港湾・クルーズ振興課主幹兼港湾振興係長

（大江田浩隆君） 位置図の変更後、下の図に

なりますが、先端部分につきましては、県の用

地となっておりまして、こちらは既に竣工済み

でございます。 

 先端部分には、国の計画としては、新たな水

深１２メートルの岸壁というのが、計画上位置

づけられておりまして、プラスですね、背後地

のほうには製造用地も、既に位置づけられてお

ります。合わせて約４０ヘクタールの製造業用

地が、今回の予定変更によりできるというよう

なイメージで思っていただければ結構かと思い

ます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 令和３年のほうに港湾

計画変更があったということで、今回このよう

に用途の変更ということで出されたんですけれ

ども、令和３年から現在まで、結構年月がたっ

ているんですけれども、すぐすぐできないとい

う理由は何かあるんですか。ここまで時間が必

要だったというのは。 

○港湾・クルーズ振興課主幹兼港湾振興係長

（大江田浩隆君） ちょっとですね、内容は複

雑なんですけども、令和３年度に変更されまし

たのは、熊本県のほうが策定する港湾計画上の

位置づけでございまして、今回、用途変更の意

見聴取があっておりますのは、公有水面埋立法

に基づいた用地の用途変更ということでござい

まして、ちょっと位置づけが別になっておりま

す。なので、令和３年に、まず県のほうが、大

本の計画である港湾計画を変更し、それに合わ

せて、国の用地の埋立地上の用途のほうも、今

回、併せて変更したというような流れとなって

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０５号・公有水面埋立地の用途変更

に対する意見を述べることについては、可決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

                              

◎議案第１０６号・公有水面埋立免許に対する
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意見を述べることについて 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１０６

号・公有水面埋立免許に対する意見を述べるこ

とについてを議題とし、説明を求めます。 

○港湾・クルーズ振興課主幹兼港湾振興係長

（大江田浩隆君） それでは、引き続きまし

て、議案第１０６号の公用水面埋立免許に対す

る意見を述べることについて御説明させていた

だきます。説明のほうは、座って行わせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 議案第１０６号・公有水面埋立免許に対する

意見を述べることについて、議案書の４９ペー

ジをお開きください。 

 今回、意見聴取を求められておりますのは、

八代市港町２６２番地４２及び同新港町１丁目

６番３並びに同新港町１丁目２番、４番１、４

番２、４番３、４番５、１７番及び１９番に接

する無番地の地先の公有水面でございまして、

位置としては、議案書５０ページの箇所、八代

外港エリアの横場工業付近となります。 

 こちらのほうも、議案書の５０ページ、４９

ページを並べて御覧いただければと思います。 

 議案書４９ページに戻らせていただきます。 

 議案書の下部にございますとおり、公有水面

埋立の免許出願について、熊本県知事より意見

照会があり、市長が意見を述べるには、公有水

面埋立法の規定により、議会の議決を経る必要

があることから、提案を行わせていただく次第

です。 

 具体的な内容についてですが、別添にお示し

しております護岸の老朽化による陥没等への対

策として、熊本県が補修工事を実施するに当た

り、背後地に企業が近接しているため、必要な

用地を確保することが困難なことから、前面海

岸部分の公有水面埋立てによる補修工事を行う

ものとなっております。 

 以上について、議案書４９ページの３に記載

のとおり、公有水面埋立免許の出願について異

議がない旨を述べさせていただくものです。 

 何とぞ御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） すみません、この工事

をやられるという前に、これを、議決を経なき

ゃならないという話だろうと思うとですけれど

も、工事というのは、もう期間が決まっている

んですか。 

○港湾・クルーズ振興課主幹兼港湾振興係長

（大江田浩隆君） まずは、市町村の意見聴取

後、問題なければ、それから進められるという

予定と聞いております。 

 ちなみに、大まかな期間としては、大体１０

年ほどかけて護岸の整備をやっていかれるとい

うふうに伺っております。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） すみません、地図だけ

では、ちょっとその広さというのがあまり、ち

ょっと想像できないんですけど、１０年ってか

なりの期間なんですけれども、大幅に何か変わ

るんですか。 

○港湾・クルーズ振興課主幹兼港湾振興係長

（大江田浩隆君） ここの護岸がですね、通ら

れた方は御存じかもしれませんが、歩道敷があ

って、結構、陥没が進んでいる状況なんです。 

 要は下から、何でしょう――吸い出しの状況

で、中が空洞化しているような状況で、非常に

危ないので、ただ、道路面ではもう工事の場所

が取れないということで、外側を徐々に埋め立

てて工事をしていくというような形となってい

るので、ある程度の長期間を見込まれていると

いうような状況でございます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（太田広則君） 関連して、結構ここ、

車通るところなんで、海側のほうから埋め立て
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ていくというような感覚でいいんですか。通行

止めがないというふうな捉え方でいいでしょう

か。 

○港湾・クルーズ振興課主幹兼港湾振興係長

（大江田浩隆君） おっしゃるとおり、道路側

への影響は今のところないものと、県のほうか

らも伺っております。（委員太田広則君「分か

りました」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０６号・公有水面埋立免許に対する

意見を述べることについては、可決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入替えのため小会します。 

（午前１１時１３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１４分 本会） 

◎議案第１１５号・財産の取得について（追

認）（消防用小型動力ポンプ等） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１５号・消防用小型動力ポン

プ等に係る財産の取得について（追認）を議題

とし、説明を求めます。 

○理事兼危機管理課長（増田智郁君） 皆様、

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）危機管理課、増田でござい

ます。 

 それでは、議案第１１５号・財産の取得につ

きまして、説明のほうをさせていただきます。

説明につきましては、着座にてさせていただき

ます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○理事兼危機管理課長（増田智郁君） それで

は、八代市議会９月定例会議案その２の１ペー

ジを御覧いただきたいと思います。 

 議案第１１５号・財産の取得について（追

認）でございますが、まずもって、提案理由に

も記載させていただいておりますが、財産の取

得について、本市におきましては、地方自治法

及び市の条例において、２０００万円を上回る

動産を取得する場合、議会の議決に付すことと

なっております。 

 しかし、複数の自治体において、議会の議決

を経ずして契約締結を行った事例が報道された

ことを受けまして、本市におきまして、同様の

事例がないか、予算執行に関する文書の保存年

限であります５年間遡り、確認いたしました結

果、本議案の内容について、議会の議決を経ず

して契約締結を行っていたことが判明いたしま

したことから、今回改めて承認をお願いするも

のでございます。 

 それでは、内容につきまして御説明申し上げ

ます。 

 まず、１、取得した財産でございますが、消

防用小型動力ポンプ等の購入でございます。 

 次に、２、取得金額２６１３万６０００円。 

 ３、契約の相手方、野々村ポンプ株式会社。 

 ４、契約日、令和元年８月９日でございま

す。 

 続きまして、配付しております総務委員会、

議案第１１５号関係資料にて、取得いたしまし

た財産の概要を説明させていただきます。資料

を御覧いただきたいと思います。 

 まず、消防用小型動力ポンプ等を購入した理

由でございますが、老朽化した消防団の消火活

動に必要な小型動力ポンプ等を更新したもので

ございます。 
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 次に、購入いたしました小型動力ポンプの主

な仕様、製造メーカー、数量、配備先等につい

て御説明申し上げます。 

 当時、更新いたしました小型動力ポンプは、

配備からおおむね２０年を超えるもの、または

故障等により更新を行うもので、令和元年度は

１１台の小型動力ポンプ等を更新いたしており

ます。 

 内訳は、全国の消防団で多数採用されており

ます可搬消防ポンプで、中型のＢ－３級でござ

います。 

 メーカーはシバウラでございます。 

 配備先は記載させていただいております八

代、千丁、東陽、泉方面隊の各分団でございま

す。 

 また、小型動力ポンプほか一式の内訳といた

しましては、各ポンプに必要な吸水管やホース

ブリッジなどでございます。 

 以上、説明とさせていただきます。御審議方

よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 端的に、何で議決しな

かったのか、議会に出さなかったということな

んですか。そこを教えてください。 

○理事兼危機管理課長（増田智郁君） 本来で

あれば、御指摘どおり議決に付すべきというと

ころでございますが、担当課といたしまして、

そこの、まとめて購入した部分について、議

決、金額が２０００万超えてたということでの

認識を誤ったと、判断を間違ったということで

の理由で、今回の部分につながったところでご

ざいます。 

○委員（野﨑伸也君） １１のところに一括で

購入したということですか。それで２０００万

超えたちゅうことですか。ばらばらで購入し

て、最終的に足していったら２０００万超えと

ったって、気づかんだったっていう話なんです

か。 

○理事兼危機管理課長（増田智郁君） 契約行

為といたしましては、委員おっしゃいましたと

おり、まず１１台まとめて購入いたしておりま

す。それに、先ほども御説明申し上げましたと

おり、ホースブリッジですとか、吸水管ですと

か、そういったのを含めまして、１１台購入し

て、こちらの金額ということでございますの

で、ばらばらの購入ではなかったということで

ございます。 

○委員（野﨑伸也君） こういうこともあるん

ですね。分かりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１５号・消防用小型動力ポンプ等に

係る財産の取得について（追認）は、可決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入替えのため小会します。 

（午前１１時２０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２１分 本会） 

◎議案第１０８号・八代市職員退職年金等支給

条例等の一部を改正する条例の一部改正につい

て 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第１０８号・八代市職員退職年金等支給
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条例等の一部を改正する条例の一部改正につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○人事課長（田中博之君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）人事課の田中でございます。 

 議案第１０８号・八代市職員退職年金等支給

条例等の一部を改正する条例の一部改正につい

て御説明いたします。失礼して、着座にて説明

をさせていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○人事課長（田中博之君） それでは、議案書

は５３ページから、説明は、右肩に、議案第１

０８号関係資料と記載しております資料を用い

て説明いたします。 

 それでは、１、改正の趣旨を御覧ください。

今回、改正を行う八代市職員退職年金等支給条

例は、昭和３０年３月に施行され、退職した職

員またはその遺族に支給する年金等について定

めております。 

 その後、昭和３７年１２月１日に、地方公務

員等共済組合法が施行されたため、同日以降の

退職者等については、同法に基づく制度に移行

しましたが、同年１１月３０日以前の退職者等

には、本条例により退職年金等を支給している

ところでございます。 

 今回、本条例の規定の基準となる恩給法等の

関係政令が改正され、支給率等が改められたこ

とから、本条例において所要の改正を行うもの

でございます。 

 次に、２、主な改正内容を御覧ください。主

な改正点は、新旧対照表にありますように、令

和６年４月分以降における退職年金及び遺族年

金の基礎在職年に算入されております実在職年

の年数の区分ごとに規定しております最低保障

額を２.７％引き上げるものでございます。 

 なお、本条例の施行日は公布の日としてお

り、令和６年４月１日から適用することとして

おります。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

○委員長（中村和美君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） すみません、引上げの

理由とは何なんですか。 

○人事課長（田中博之君） 基準となっており

ます恩給法のですね、関係政令のほうの金額の

改定がございますことから引き上げるものでご

ざいます。 

○委員（野﨑伸也君） 改定されたからという

のは分かるとですけれども、その改定された理

由というのは分かりますか。 

○人事課長（田中博之君） この恩給年額なん

ですけども、国民年金のですね、改定率を基に

改定されることになっておりまして、今回ので

すね、令和６年の国民年金の改定率の引上げで

すね、こちらに伴って恩給法のほうのですね、

金額のほうも改定されたものでございます。

（委員野﨑伸也君「はい、ありがとうございま

す」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０８号・八代市職員退職年金等支給

条例等の一部を改正する条例の一部改正につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は御退室ください。 
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（執行部 退室） 

○委員長（中村和美君） それでは、執行部よ

り発言の申出があっておりますので、これを許

可します。 

○財務部次長（加来康弘君） 財務部、加来で

ございます。 

 先ほど、議案第９３号の説明の中で、一般会

計補正予算・第７号の分でございますけれど

も、繰越明許費で説明をしましたコミュニティ

センター施設整備事業と市庁舎施設整備事業

（千丁支所）を説明したところですが、その件

について、再度市債のところで説明をする際

に、先ほど繰越明許費で説明しましたというふ

うに案内するべきところを、債務負担行為で説

明しましたというふうな間違った案内をしまし

たので、そこのところは訂正で、先ほど説明を

したのは、繰越明許費で説明しましたというふ

うなことで、発言を訂正させていただきたいと

思いますので、間違っておりましたので、修正

をお願いしたいと思います。 

○委員長（中村和美君） よろしいでしょう

か。（財務部次長加来康弘君「はい。失礼しま

した」と呼ぶ） 

 次に、本委員会に付託となっている請願、陳

情はありませんが、郵送等にて届いております

要望書等につきまして、タブレット端末にて御

確認お願いします。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 小会します。 

（午前１１時２７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２８分 本会） 

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

（台湾新竹市との友好交流協定締結について） 

（危険木の有無に関する調査等について） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 執行部より、行財政の運営に関する諸問題の

調査に関連して２件、発言の申出があっており

ますので、これを許します。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（台湾新竹市との友好交流協定締結について） 

○委員長（中村和美君） それでは、まず、台

湾新竹市との友好交流協定締結について、説明

願います。 

○国際課長（秋田大助君） 皆さん、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）国際課の

秋田でございます。 

 本日は、台湾にある新竹市との友好交流協定

締結について報告をいたします。失礼して、座

って説明をさせていただきます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○国際課長（秋田大助君） 失礼します。 

 資料は、右上に、令和６年１０月７日、総務

委員会、所管事務調査、国際課と書いてある、

表題が台湾新竹市との友好交流協定締結につい

てございます。資料に沿って説明をさせていた

だきます。 

 それでは、１つ目の趣旨でございますが、本

市では２０１８年、平成３０年４月に台湾の基

隆市と友好交流締結をしておりますが、このた

び、台湾では２都市目となる新竹市と、９月２

９日日曜日に友好交流協定を締結いたしまし

た。 
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 これは、今年１月に、中村市長が新竹市の高

虹安市長を表敬訪問いたしまして、今後も交流

をしていきたいという両市の意向が合致しまし

たことから、今回締結をしたものでございま

す。 

 今回の締結によりまして、今後、様々な分野

での交流を図り、両市の市民の絆を深めてまい

りたいと考えております。 

 また、海外の都市との交流活動を行うこと

で、本市の市民の国際理解や多文化共生意識の

醸成につなげてまいりたいと考えております。 

 次に、新竹市の概要について御説明申し上げ

ます。 

 御承知のとおり、新竹市はＴＳＭＣの本社が

ある都市でございまして、台湾の北側にある台

北市から南西約６０キロの場所にございます。 

 人口は約４５万７０００人で、市内にサイエ

ンスパークがありますように、半導体産業が主

な産業となっており、台湾のシリコンバレーと

いうふうに呼ばれております。特に新竹市は、

台湾で３高１低という、教育水準、収入、出生

率の３つが高く、平均年齢が低い都市であると

言われております。 

 現在、高虹安市長が職務停止となっておりま

すので、市長の職務は市長代理として邱臣遠副

市長が務められておられます。 

 日本では岡山市が２００３年に新竹市と友好

交流協定を締結されておりまして、本市が２か

所目の都市となります。 

 次に、今回の締結に至りました経緯について

御説明いたします。 

 ＴＳＭＣの熊本県進出に伴いまして、その関

連企業の社員の子供たちに、本市の小学校の先

生がバドミントンを教えておられ、その中に新

竹市の子供がいたということで、このことを昨

年９月に中村市長が、福岡市にあります台北駐

福岡経済文化弁事処の処長を表敬訪問した際に

お話しされ、また、あわせて本市といたしまし

ても新竹市との交流を行いたい意向をお伝えし

たところ、新竹市政府に取り次いでいただきま

した。 

 その後、今年１月に新竹市の小中学生と熊本

県、本市の小中学生がバドミントン交流を行

い、中村市長が新竹市長を表敬訪問いたしまし

た。 

 また、今年の３月には、新竹市のサイエンス

パークにございます新竹科学園区実験高級中学

校の生徒とその保護者の方約３０名が本市にお

越しになり、バドミントン交流を行ったところ

でございます。 

 このような交流と並行して、新竹市政府と協

定締結に向けた協議を進め、今回の締結に至っ

たものでございます。 

 次に、資料の２ページを御覧ください。 

 協定の内容について御説明いたします。今回

の協定締結に当たりましては、総則としての協

定書と、現時点での具体的な取組について定め

ました覚書の２段階で締結することとしており

ます。 

 既に協定を締結しております基隆市とは、協

定書だけを取り交わしておりますが、なぜ今回

新竹市とは覚書まで締結するのか、その理由を

御説明します。 

 新竹市との協定締結に向けた協議を進める中

で、新竹市から、観光分野における具体的な取

組の提案を受け、その具体的な内容を大きな枠

組みの内容を記載します協定書に書くことはあ

まり適当ではないと判断し、今回覚書を別に締

結することとしたものでございます。 

 協定書は、中村市長と新竹市の市長代理であ

る邱臣遠副市長が、９月２９日に署名しており

ますが、この覚書につきましては、市長公室長

と新竹市の担当部長が、後日改めて署名するこ

ととしております。 

 では、協定書の主な内容でございますが、４

項目にわたって取り交わしております。 
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 まず１つ目が、両市の友好交流を促進し、親

善の絆を深め、お互いのさらなる繁栄と活性化

を図ること。 

 ２つ目が、お互いに観光、産業、文化、スポ

ーツ、教育、科学技術などの分野での交流にお

いて協力すること。 

 ３つ目が、お互いの文化を理解し、国際的な

人材育成を図るため、若者や子供たちの交流を

促進すること。 

 最後に、市民や民間団体などにおける交流に

おいて協力し、促進することでございます。 

 次に、後日締結する予定の覚書でございます

が、大きく３つの項目を予定をしております。 

 まず１つ目が、観光分野での協力を通じた共

同発展のため、観光交流事業やシティープロモ

ーションにおける協力を積極的に行うというも

のでございます。 

 ここでいう観光交流事業といいますのは、新

竹市と八代市の認知度をお互いの都市で高めて

いこうという都市ブランドの発信や、市民使節

団の派遣などのツアーの計画、ＰＲの情報共有

を行い、支援制度を設けるなど、市民の往来を

促進しようというものでございます。 

 この支援制度は、新竹市が現在検討している

もので、新竹市の市民の方が、八代市に旅行し

た際に補助金を交付する制度であると伺ってお

ります。 

 次に、シティープロモーションでございます

が、このシティープロモーションとは、お互い

の市のホームページなどの観光情報サイトやＳ

ＮＳなどの情報発信ツールを活用して、両市民

にイベントやお祭り、観光施設などの観光情報

を発信しようというものでございます。 

 次に、２つ目の項目が、ＴＳＭＣの本社があ

るということで盛り込んだ項目でございまし

て、両市の経済発展と貿易振興、投資促進に寄

与するため、経済団体や企業などにおける情報

をお互いに共有するとともに、経済団体や企業

の交流などに協力するというものでございま

す。 

 最後に、３つ目が、両市の若い世代の国際感

覚の醸成を図り、国際理解の促進を図るため、

教育旅行やホームステイ、留学支援、スポーツ

交流、学校同士の交流などを推進するというも

のでございます。 

 以上が協定書と覚書の内容でございますが、

現在のところ、新竹市から提案がなされており

ます観光分野の取組を中心に、具体的な取組を

検討しているところでございます。 

 今後の交流活動につきましては、本市の関係

する課とも情報の共有を図っておりますので、

現在行っているバドミントン交流以外にも、こ

ういう取組がしてみたいなどの提案を受けなが

ら、新竹市と協議して進めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、協定締結式でございますが、先ほど少

し御説明申し上げましたが、９月２９日日曜日

に東京ビッグサイトで開催されましたツーリズ

ムＥＸＰＯジャパン２０２４の台湾ブースで実

施をしております。 

 これは、台湾政府がツーリズムＥＸＰＯジャ

パン２０２４にブースを出展されまして、その

中に新竹市も参加されたことから、今回その場

で締結式を実施し、当日は中村市長、新竹市の

邱臣遠副市長が出席され、協定書に署名を行っ

たところでございます。 

 資料の３ページには、参考資料といたしまし

て、熊本県内の自治体と台湾との交流状況につ

いて記載をしております。こちらについては、

参考までに御覧をいただければと思います。 

 最後に、資料には記載しておりませんが、今

後の展望について御説明いたします。 

 本市では、民間団体の交流をきっかけに、八

代港と基隆港とのつながりを経て、平成３０年

４月に基隆市と友好交流を締結しました。 

 この締結を受けまして、友好を深める取組を
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進め、これまでバドミントン交流や、くまもと

県南フードバレーフェアｉｎ台湾基隆市の開

催、国際コンテナ航路の開設など、スポーツ、

経済分野などの面で一定の成果が生まれている

と認識しているところでございます。 

 本市といたしましては、今回の新竹市との友

好交流協定締結によりまして、基隆市のケース

と同様、もしくはそれ以上の成果を上げること

ができるよう、若い世代をはじめとする市民同

士が触れ合う交流や、民間団体・企業などと密

に連携した取組を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 特に、新竹市にはＴＳＭＣの本社があります

ことから、今回の協定締結を契機に、ＴＳＭＣ

の工場や関連企業が本市に進出することになれ

ば理想的な展開であると考えておりますけれど

も、まずは、両市の魅力をお互いの市民が認識

していくよう着実に交流を深めることで、本市

の認知度が、新竹市をはじめ、台湾において徐

々に向上し、新たな企業進出の機運が高まれば

と考えております。 

 以上、台湾新竹市との友好交流協定締結につ

いての説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（中村和美君） 本件について、何か

質疑、意見等はありませんか。 

○委員（山本敬晃君） 最初ですね、何か、市

長代理邱臣遠副市長ということで、最初は臣邱

遠っておっしゃったので、これは邱臣遠副市長

でよろしかったですか。 

○国際課長（秋田大助君） 失礼いたしまし

た。邱臣遠副市長でございます。 

○委員（山本敬晃君） 市長代理ということ

で、邱副市長がですね、いらっしゃったという

ことですけども、これ、高市長というのは職務

停止というところで、その理由と、また戻って

こられるのか、それともまた選挙とかで、また

新たな市長が選ばれるのか、それはどういった

感じになるのか、ちょっとそこの情報がいただ

ければと思います。 

○国際課長（秋田大助君） 高虹安市長でござ

いますが、新竹市の市長になる前は国会議員を

されておられました。国会議員のときに、秘書

の給料を横領した疑いがかけられていたという

ことで、現在有罪判決を受けられております。 

 現在、上訴をするということで情報を得てお

りまして、その結果次第では、市長職はなくな

るということでございます。 

 以上です。 

○委員（山本敬晃君） はい、分かりました。 

 ちょっと別件なんですけど、御説明にもあっ

たんですが、基隆市とは、今まで交流してき

て、新たに新竹市ということで、でも、この新

竹市の場合、覚書をあちらから提案があって、

その中で、今まで基隆市との交流と、新竹市の

交流との中で、差というのはあるのかというと

ころと、あと、今まで基隆市との往来がです

ね、あった中で、これは今、プラスして新竹市

ということになれば、予算はプラスして新竹市

の分が確保して、今までとの交流、基隆市とは

変わらずに行っていくという理解でよろしいで

すかね。 

○国際課長（秋田大助君） 今回新竹市から観

光分野について、具体的な取組について御提案

を受けておりますので、その内容を覚書とし

て、別に締結する予定にしております。 

 基隆市の場合においては、観光分野に特化し

たとか、ほかの分野につきましても覚書という

のは、特に締結はしていないところでございま

す。 

 予算につきましては、今後も基隆市とは同様

の交流を続けていきますので、それにかかる予

算については、同様に要求をしていきたいと思

っておりますし、新竹市につきましても、新た

な交流をこれから進めていくということで、基

隆市と別に、新竹市の交流予算も要求をしてい
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きたいなというふうに考えております。 

 以上です。（委員山本敬晃君「はい、分かり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（太田広則君） 内容はよく分かったん

ですけども、御存じのとおり、この総務委員会

４人、この間基隆市議会とね、交流してきたば

っかりでございます。 

 そうした中で、新たに新竹市ということで、

そこは理解するんですが、なかなかね、こうい

った場合、    になるんですよ、将来的

に。だから、絶対、意見ですけども、    

にならないようにですね、頑張っていただきた

いなというふうに意見を申しておきます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で台

湾新竹市との友好交流協定締結についてを終了

します。 

 執行部入れ替わりのため小会します。 

（午前１１時４３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４４分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

○委員（太田広則君） すみません、先ほど私

が、基隆市と新竹市との交流のところで、  

  という言葉を使いました。不穏当になるか

と思います。訂正をお願いたします。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（危険木の有無に関する調査等について） 

○委員長（中村和美君） 次に、危険木の有無

に関する調査についてを説明願います。 

○地域政策課長（松本 亨君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）地域政

策課の松本でございます。よろしくお願いいた

します。 

 前回の６月定例会総務委員会におきまして、

資料請求がございました危険木の有無に関する

調査等につきまして、御報告をさせていただき

ます。失礼ながら、着座にて説明させていただ

きます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○地域政策課長（松本 亨君） それでは、資

料はタブレットでお配りしてございます危険木

の有無に関する調査等についての資料をお願い

いたします。 

 表紙の次の２ページ目を御覧ください。 

 まず、１項目めの市内一円における危険木の

有無に関する調査についてでございます。 

 ６月の本委員会におきまして、坂本町で発生

いたしました倒木による被害、並びにその対応

について、坂本支所のほうから御報告をさせて

いただいておりますが、そのほかの市有施設等

における危険木の状況を把握するということを

目的に、７月１９日から８月５日までの期間

に、全庁的に調査を実施したところでございま

す。 

 調査範囲につきましては、（１）の市有地及

び市有施設では、本市が保有します２３４全て

の施設に加えまして、本市が管理する道路、河

川、水路、上下水道施設及び公園施設等におい

て、高さがおおむね５メートル以上ある樹木を

対象としております。 

 これらの樹木が倒木等により近隣の住宅や道

路等に被害を及ぼす危険性の有無について確認

を行い、危険度大、それから危険度小に区分を

行ったところでございます。 

 次に、（２）の市有地及び市有施設でもな

く、個人、法人の所有でもないと、いわゆる地

域等で管理する樹木、公民館、それからお堂等

にあるものにつきましては、各校区への地域要

望の照会時期と重なったことから、新たな調査

を行わず、地域要望において、各校区から提出

された中から、危険木に該当する可能性のある

ものを抽出したところでございます。 
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 なお、（３）の個人や法人等が所有する土地

にある樹木につきましては、今回調査は行って

おりません。 

 次に、調査方法でございます。 

 放置すれば倒木の危険があり、万が一倒れた

場合に、施設の利用者や近隣の住宅、道路等に

被害を与えるおそれがある樹木、これを今回危

険木としております。 

 表にありますとおり、幹の傾き具合、それか

ら幹を押した場合の揺れの程度、亀裂や根切り

などの傷の状態、根や幹の腐朽の状態、これら

を職員の目視等で確認を行いまして、その状態

を総合的に判断をいたしたところです。 

 その際、倒木の危険が高く、直ちに伐採等の

対応が必要な状態と思われるものを危険度大に

区分し、このまま長期間放置すれば、倒木のお

それがあるものの、直ちに伐採等は必要ないと

思われるものにつきましては、危険度小に区分

をしております。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 これらの調査を行いました結果についてでご

ざいます。 

 あくまでも職員による簡易的な調査による結

果でございますが、まず、（１）の市有地及び

市有施設にある樹木の調査結果でございます。 

 表を御覧ください。危険度大と判定した樹木

が合計で６２本確認をされております。そのう

ち予算調整などを行いまして、順次対応を進め

ている措置済みが２７本、それから、今後専門

家による診断や伐採等の対応が必要な要対応が

３５本となっております。 

 施設の種別ごとの内訳を見ますと、公園、緑

地が措置済み１３本、要対応３０本と、最も多

くなっております。 

 次に、学校は措置済みが５本、道路、水路等

は要対応が３本、その他の施設では措置済みが

９本、要対応が２本となっております。 

 また、危険度小につきましては、全体で６７

８本確認をしておりますが、これらの樹木につ

きましては、若干の損傷があるものの、直ちに

伐採等の必要はないと思われるものでございま

すので、今後も経過観察を行いながら、必要に

応じて対応を行ってまいりたいと思っておりま

す。 

 なお、この調査につきましては、先ほども申

し上げましたが、職員による簡易的なものであ

るため、調査結果に不確実な部分があること

や、今後、専門家の調査により、判定が変わる

可能性があること、また８月の調査以降、各所

管課で順次対応が進んでおり、既に伐採が終わ

っているものもあることなどから、今回個別の

施設名の公表は行わずに、施設種別ごとの本数

のみの御報告とさせていただいております。 

 次に、（２）の地域等で管理する自治公民館

やお堂等にある樹木の結果でございます。 

 市内の全校区を対象としまして、毎年照会を

行っております地域要望で上げられました要望

の中から、倒木のおそれがあるなど、危険木に

該当すると思われるものを抜粋いたしましたと

ころ、太田郷、麦島、日奈久、坂本の各校区か

ら、それぞれ１件の要望が上がっております。 

 これらにつきましては、今後、担当課におき

まして現地調査を行うなど、詳細な確認をした

上で対応を検討してまいります。 

 次に、調査結果を受けての危険木に対する本

市の対応でございます。 

 下段の枠囲みを御覧ください。まず、（１）

の市有施設等における危険度大の樹木について

でございますが、措置済み２７本は、予算等の

調整済みですので、引き続き伐採等の対応を進

めてまいります。 

 要対応の３５本につきましては、今後、専門

家の診断による樹木状態の精査、それから撤去

に向けた予算の調整など、早急に対応を検討し

てまいります。 

 （２）の地域等で管理する土地にある樹木、
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地域要望分につきましては、現地調査を行うな

ど、詳細を確認した上で、危険度・緊急度など

の観点から、対応の要否について判断してまい

ります。 

 以上が、１つ目の危険木の有無に関する調査

についての御報告でございます。 

 次の４ページを御覧ください。 

 ２項目めの倒木による被害等があった場合の

個人負担、自治会負担に関する市としての考え

方についてでございます。 

 初めに、６月の本委員会で御報告いたしまし

た内容を簡単に確認させていただきます。 

 本年５月に坂本町で発生しました倒木に対す

る本市の判断の基準についてですが、まず、当

時の状況といたしまして、倒木により住宅の一

部が破損し、安全に居住できない状況で、二次

被害のおそれもあったため、市として早急に住

民の安全・安心な生活を確保する必要があった

ということ。 

 次に、観音堂の御神木として、長年住民が共

同で管理してきた経緯もございまして、倒木被

害に対し、地区の全世帯で伐採費用の工面に動

かれるなど、地域全体で管理者責任を果たそう

とされたこと。 

 このように、住民の皆様が主体的に自助、共

助の考え方の下、自ら対応を開始されたもの

の、それでもなお、自分たちの力だけでは対応

が困難であったということから、市として住民

の生命、身体及び財産の保護のため、早急に対

応を行う公助が必要であると判断したものでご

ざいます。 

 この自助、共助、公助の考えの下、突発的に

発生した倒木による被害に対する本市の基本的

な考え方を整理しております。 

 ４ページの中ほどを御覧ください。 

 まず、（１）の個人、法人等の土地や、地域

等で管理する自治公民館やお堂にある樹木につ

きましては、その所有者及び管理者の責任で対

応していただくものと考えております。 

 この責任の所在につきましては、民法第７１

７条で規定されておりますとおり、竹木の植栽

についても適用されるものでございます。 

 次に、（２）の市有地及び市有施設に存する

樹木につきましては、当然本市の責任となりま

すので、倒木等により近隣の住宅や道路等に被

害が及ぶことがないよう、引き続き環境整備に

努めてまいります。 

 最後に、これらを踏まえました被害に対する

個人負担・自治会負担に関する市としての考え

方でございます。 

 個人、法人の土地、または地域等で管理する

自治公民館やお堂などにある樹木により倒木被

害が発生した場合は、その土地や樹木の所有者

及び管理者の責任の下、対応していただくとい

うことを原則といたします。 

 しかしながら、さきの坂本町における対応の

ように、原則どおりにいかないケースも考えら

れます。 

 そこで、ただし書の部分でございますけれど

も、（１）、（２）、いわゆる個人・法人の土

地、または地域等で管理するものであったとし

ても、被害状況や危険度・緊急度などを、その

都度総合的に判断し、市民の安全・安心な生活

を確保する柔軟な対応を行うため、個人負担・

自治会負担に関する明確な基準は設けないこと

といたしました。 

 なお、基準を設けない理由といたしまして

は、樹木の高さや幹回り、それから周辺の状況

により、倒木の処理費用が大きく異なること、

また管理を行っている地域や団体等の世帯数や

会員数など、規模により負担の度合いが大きく

変わってくることなどを鑑みまして、行政とし

て、より柔軟な対応を行うための考え方でござ

います。 

 今後も引き続き倒木による被害が市民の生活

に影響を与えないよう、庁内各部署において適
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切な管理に努めてまいります。 

 以上で、危険木の有無に関する調査等につい

ての報告を終わります。 

○委員長（中村和美君） それでは、質疑、意

見等ありますれば。 

○委員（野﨑伸也君） すみません、御説明も

ありがとうございました。 

 非常に広範囲にわたる場所で、非常に多くの

本数というようなことでですね、御説明いただ

いて、職員の皆さんが約１か月ぐらいかけて調

査していただいたというようなことなんで、非

常にですね、ありがたかったなというふうに思

っています。 

 この結果によってですね、市のほうがちゃん

とこの危険木を把握しているという安心感がで

すね、市民の皆さんにもですね、伝わるんじゃ

ないかなというふうに思います。 

 既にもう対応いただいている部分もあるとい

うようなことでありましたんで、引き続きです

ね、予算措置していただいて、対応いただきた

いというところと、危険度小については、年数

がたっていけばですね、危険度大になる可能性

もありますんで、そこら辺のところをですね、

気をつけて対応いただきたいなというふうに思

います。 

 今後ともよろしくお願いしたいというふうに

思います。 

 ２点目の個人負担の件のお話なんですけれど

も、市として、今回の件を――坂本の件をです

ね、教訓として、このような判断基準というの

をちゃんとつくられたというのは非常によかっ

たなというふうに思いますので、これにのっと

ってですね、今後も対応いただければなという

ふうに思います。ありがとうございました。 

○委員長（中村和美君） ありがとうございま

した。 

 ほかありませんか。 

○委員（太田広則君） 危険度大で、要対応が

――まだ担当課にて対応を検討中ということ

で、実際にもう措置をされましたけれども、措

置をするときに、何かもう、これ表示を、危険

ありますよとか、何か表示とか何かされたんで

すか。 

○地域政策課長（松本 亨君） それぞれの所

管課で対応しておりますので、すみません、私

どものほうで、そこまで表示をしたかどうかと

いうところまでは確認ができておりません。 

○委員（太田広則君） 要対応について、何も

表示なし、危険ですよとかっていう表示は、市

としてはないという考え方ですか。 

○地域政策課長（松本 亨君） 確認ができて

いないということでですね、もしかすると、表

示をしたところもあるのかもしれませんが、申

し訳ございません、私どものほうでは、全体に

ついて表示をしたかどうかというのは、すみま

せん、確認が取れておりません。 

○委員（太田広則君） 危険度大ってしてある

もんだから、どうしてもね、逆に心配するとで

すよ。 

 ただ、何か本当に危険が大きかったら、近づ

かないでくれというのが大事なことかなあと思

うんで、何かね、いろんなところが、場所場所

によって違うかもしれませんが、道路とかある

ようですので、人的被害がないことを祈るん

で、そういった、本当に危険で、要対応が必要

だなあっちゅうところには、何か表示が必要か

なというふうに思います。検討していただけれ

ばというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で、

危険木の有無に関する調査についてを終了しま

す。 

 執行部は退室ください。 

（執行部 退室） 
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○委員長（中村和美君） 小会します。 

（午後０時００分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０１分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 お諮りいたします。 

 先ほど太田委員から発言ございましたが、 

   の部分を取り消したいとの申出があって

おります。 

 この取消しを許可することに御異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 御異議なしと認め、

太田委員からの発言取消し申出を許可すること

と決しました。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で所管事務調査

２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申出をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって総務委員会を散会いたします。 

（午後０時０２分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和６年１０月７日 

総務委員会 

委 員 長 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


